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研究成果の概要（和文）：EU（欧州連合）による経済的、政治的統合の過程が深化し、EU 加

盟国内の国家法、司法制度の運用に強い影響を及ぼしている。専門家を招聘し、研究会で検討

を進めたところ、ＥＵ主導による統一的な私法制度の形成に向けた動きが、契約法のみならず、

家族法、国際私法においても具体化しつつあることが明らかとなった。ＥＵによる規範形成の

効果は、スイス、ノルウェーといった非加盟欧州国へも実質的に及ぶうえ、豪州、ニュージー

ランドといったアジア・太平洋諸国にも影響し、東アジアでも共通経済圏、共通法形成への胎

動がみられる。 
 
 
研究成果の概要（英文）：Economic and political unification progress in European countries 
by the European Union(EU) has greatly influenced the national laws and judicial system of 
EU member states. Reports of and discussions with specialists from EU and Non-EU 
countries clearly shows that the process of unification of private law at the initiative of the 
EU is progressing and materializing, not only in contract law but also in family law and 
international private law. The EU norm unification process is substantially influencing the 
practice in non-member European states, such as Switzerland and Norway, and also 
Asia-Pacific countries like Australia and New Zealand. Even in East-Asian countries there 
is a tendency to have a common economic and common judicial system. 
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１．研究開始当初の背景 
本研究が企画された 2006 年当時、通貨(ユ

ーロ)統合の拡大、東欧への地理的拡大などＥ
Ｕによる欧州統合の勢いが増し、政治システ
ムの統合（ＥＵ憲法の制定）が視野に入って
きた。他方で、性急な政治統合の流れに対し
て、加盟国国民の主権、自立を危惧する考え
も強まり、いわゆる欧州憲法の採択をめぐる
挫折（批准の停滞）の持つ意味が問題となっ
ていた。 
そうした中でも、ＥＵの機能は、着実に拡

大充実し、欧州のＥＵ非加盟国、アジア・太
平洋諸国にもＥＵとの関係強化、ＥＵに学び
地域統合を模索する動きがみられるように
なっていた。人口の高齢化、経済のグローバ
ル化、環境保護（開発と環境）、社会・政治
不安など、ＥＵ諸国の抱える諸課題は、日本
を含む非ＥＵ国とも共通するものが多く存
在する。 
こうした中で、ＥＵによる規範、制度の形

成がどのように進展していくか、政治、経済、
法制度など、多面的にＥＵへの関心が高まっ
ていた。 
 
 
２．研究の目的 
本研究は、ＥＵ拡大・深化過程での規範形

成が、ＥＵ新規加盟国への適用にとどまらず、
非ＥＵ諸国にも実質的な影響を与え、それぞ
れの国の国家法・制度に具体的な変化をもた
らしているであろうことを想定して、ＥＵの
規範形成力の持つ意義をさぐり、それが非Ｅ
Ｕ国に現実にどのような影響を及ぼし、どの
ような対応がなされるかを検討することを
目的とした。非ＥＵ国からみたＥＵ法の分析
を進めるために、欧州の非ＥＵ加盟国のみな
らず、アジア・太平洋におけるＥＵ研究者・
ＥＵ研究センターとの交流もすすめ、より広
い視野からＥＵの法・経済・政治を研究する
ことを目的としたものである。 
 
 
３．研究の方法 
本研究では、ＥＵの規範形成にかかわる課

題群として、ＥＵ法域における人の生活、安
全、環境の問題（人口移動に伴う家族法・社
会法の域内調整、生命倫理、人権保障、環境
政策、国際私法の調整）と、開発援助・通商
政策の問題（食品・保健衛生上の政策決定、
対途上国政策、経済政策、アジア経済統合へ
の影響）の二つを立てて、それぞれに関連す
る研究分野の研究分担者（後に連携研究者）
をユニットに分け、ユニットごとの研究会と

調査を行い、さらにＥＵ加盟国・非加盟国の
専門家を招聘する機会などにおいて、全体で
のワークショップを開催した。 
欧州のＥＵ専門機関・専門家の訪問、関係

会議への参加を通じて、最新の情報に接し、
課題について討議し、分析する。また、欧州
外（オセアニア地域）のＥＵ研究センターを
訪問し、ＥＵ関係の専門家に対するヒアリン
グも行い、内からみたＥＵと外から見たＥＵ
を比較検討することにより、多角的にＥＵ
法・規範・制度の分析を行う。 
 
 
４．研究成果 
（１）本研究は、ＥＵの規範・制度形成力に
関して、法学、経済学、国際政治学からの複
眼的な分析を試みたものである。 
現在の拡大した（膨張した）ＥＵにおいて
は、元来が西欧の歴史を共有する限られた国
から出発し、発展してきたＥＵ法を新加盟国
である東欧諸国へと移植するという課題が
あり、これまで進めてきた先進欧州から発展
途上欧州へという伝授の側面（先進法体系の
継受）も、資本主義法国から旧社会主義体制
国へという新たな局面を迎える。加盟国間で
の異なる法文化の相互間での影響、個別国の
法のＥＵ体制への転換も、より複雑になって
いる。 
本研究では、ＥＵ法圏の形成過程において
各加盟国法がどのような影響を与え、また受
けたかを検討するとともに、ＥＵ外にあって
有力な国（スイス）の法、さらには欧州の外
にあって、ＥＵ法の展開に間接的に影響を受
けている国（アジア・太平洋諸国）との比較
によって、ＥＵ法形成を異なる角度から分析
した。 
（２）人の生活、特に家族生活に関して、Ｅ
Ｕ域内における法規範の統合・調和の動きが
着実に進行している（家族法のＥＵ統一法な
いし標準化）。欧州では、ＥＵ支援の下で、
家族法の調和・統一に向けた研究者らの努力
が続けられており、オランダのユトレヒト大
学教授の研究グループを中心として、2002 年、
2004 年、2007 年に国際会議が開催されてい
る。契約法・国際取引法の領域での進展ほど
ではないが、家族法においても、ＥＵ標準（ヨ
ーロッパ家族法原則）作成の試みは、離婚、
夫婦財産制、親の責任といった個別分野ごと
に段階的に進められており、ＥＵ構成国のみ
ならず、スイス、ノルウェーらの非構成国に
も影響を与えていることが明らかとなった。 
 ドイツおよび欧州においては、児童虐待へ
の対応が課題として論じられており、関係の



児童保護機関のネットワーク化が進められ
ている。また、欧州各国において新生児の遺
棄に対する受け皿として病院・児童養護施設
等に設置が進められているベビーボックス
（日本では「赤ちゃんポスト」と呼ばれる）
の問題は、未だ十分な法的解決をみていない
が、欧州諸国の実態についての研究によれば、
子どもの生命に対する保護を尊重して、国家
による早急な法整備・法的統制を進めること
の必要性は明らかである。 
 女性の生活の安心、安全の面で、ジェン 
ダー問題についての関心も高く、ＥＵ諸国で
は、男女共同参画の進展が重要である。労働、
家庭責任、ドメスティック・バイオレンス、
女性に不利益をもたらす文化・慣習などさま
ざまな面においてＥＵ標準の形成が進めら
れている。これはＥＵ加盟国のみならず、非
構成国・スイスにおいても、同様の展開がみ
られる。 
（３）環境問題におけるＥＵ標準の生成状況
が明らかとなった。ここでは、ＥＵ基準にと
どまらず、ユーロ・スタンダードからグロー
バル・スタンダードへの歩みが着実に進めら
れている。地球温暖化対策、化学物質管理を
はじめ、ＥＵの環境法・政策の進展はめざま
しく、単一欧州議定書の発効（1987 年）以来、 
一貫して重要な政策課題であり、「持続可能
な発展」と「環境の質の高いレベルの保全と
改善」をめざして、環境保護とその他の政策
との統合が要請されている。①予防原則、②
未然防止原則、③環境被害の発生源での対応
原則、④汚染者負担の原則に従い、第６次環
境行動計画に基づく施策が進められている。 
 もっとも、ＥＵレベルで指令が成立しても、
各加盟国で国内法の整備が遅れ、執行が十分
に確保されていない場合も少なくない。環境
政策の基本的理念・原則を貫徹しようとする
ＥＵレベルの政策と、具体化に苦労する各加
盟国・自治体の政策との違いもある。しかし、
ＥＵの環境政策は一貫した歩みを続け、環境
政策とその他の政策との統合を重視し、情報
公開と市民参加を通じてライフ・スタイルや
社会構造の変革を進め、ローカルなレベルか
らグローバルなレベルに至るまで、環境ガバ
ナンスの基本的・横断的枠組みを確立しよう
とする姿勢が表れている。ＥＵ環境法は、国
際環境法やＥＵ域外の環境法にも影響を及
ぼしている。ＥＵ環境法の理念・原則はグロ
ーバル・スタンダードとなりつつあり、加盟
国以外の欧州、日本を含むアジア諸国にとっ
ても、参考とすべき点が少なくない。 
（４）開発援助・国際通商におけるＥＵ基準
の生成については、次の点が明らかとされた。 
ＥＵの農業生産に関する政策展開について、
特に、ＥＵの東方拡大の前後に渡る研究によ
れば、継続的な技術的革新はあったものの、
それに応じた技術的効率性の伸びはみられ

ず、むしろ下がっている。ＥＵ農業政策は、
技術的効率性をそぐのではなく、資本の供与
や技術に応じた効率性を促進するためには、
なおそれを実現できるような政策的検討が
求められている。遺伝子組み換え商品に関す
るＥＵのガバナンスについても、進展がみら
れた。 
（５）また、共通通貨 Euro を基盤としたＥ
Ｕの通貨政策・経済政策がＥＵ地域の経済統
合に対して、果たしてきた機能を分析し、そ
こから東アジア地域における共通通貨が可
能か、通貨統合をなすべきか、さらには地域
統合への示唆を得ることができるか、を研究
した。 
 ＥＵ統合は、ミクロ経済資源の配分を貿易
と投資の自由化によって、また資本市場の規
制緩和によって促進することにより、経済成
長をしようというものである。また、通貨統
合の元で加盟国の政策を規律するマクロ経
済の安定を維持しようとするものである。さ
らに、ＥＵ統合は、国際経済システムにおけ
るＥＵのプレゼンスを強化しようとするも
のである。東アジアにおける経済統合はＥＵ
に比してはるかに遅れており、それだけに経
済統合によって得るものも多いと思われる。
短期間の経済統合は無理であるとしても、グ
ローバル市場経済の発展に応じて、東アジア
地域に適合した前進的な統合を追い求めて
行くか、ＥＵの長き歩みを分析することから
得られるものは多い。 
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